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Ⅵ 会社の体制及び方針
＜業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要＞
当社は、会社法第362条及び会社法施行規則第100条に基づき、業務の適正を確保するため

の体制整備に向けた基本方針を定めており、2023年３月22日開催の取締役会にて最終改定を
行っております。
当事業年度末現在の基本方針の内容は以下のとおりであります。

１． 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（1）「コンプライアンス・マニュアル」を制定し、取締役が法令、社内規程及び社会通念等

を遵守した行動をとるための規範や行動基準を定め、その推進を図り、さらに、同マニ
ュアルの遵守につき全員から誓約書を提出させる。

（2）「コンプライアンス規程」を制定し、取締役による法令等の違反行為を禁止事項と規定
する。併せて、これに違反した取締役に対する制裁規定を明文化する。

（3）監査役は、取締役会決議その他において行われる取締役の意思決定に関して、善管注意
義務、忠実義務等、法的義務の履行状況を、事実認識の正確性、意思決定内容の合理
性、法的適合性、経営者としての合理性等の観点から監視検証する。

２． 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
「文書保存・取扱規程」及び「稟議規程」を制定し、取締役の職務の執行に係る情報を適

切に保存し、取締役及び監査役が適切に保存された情報を常時閲覧できる体制を構築する。

３． 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（1）損失の危険の管理に関する規程として「リスク管理規程」を制定し、業務に不測の損失

を生ぜしめ、当社の資本を毀損する可能性を有する要因に対する管理方針と体制を整備
する。

（2）業務執行から生じるリスクを認識し、新たに生じることが予想されるリスクを検討した
上で、経営の安全性を確保しつつ、株主価値の極大化を追求するために、取締役会が承
認し、かつ統制された範囲でリスクをとることをリスク管理の基本理念とする。
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４． 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（1）定例取締役会を毎月１回開催し、また適宜必要に応じ臨時取締役会を開催し、重要事項

の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。
（2）取締役会を補強する会議として執行役員会及び常勤役員会を週２回程度開催する。執行

役員会は、執行役員による業務執行状況の確認、重要事項の審議、新規案件等の取り進
め方針の審議、取締役会付議事項の事前打ち合わせ及び情報共有を目的とする。また、
常勤役員会は、グループ事業全般に係る基本方針の審議、新規事業参入等に関する審
議、機密事項の審議、グループ幹部人事及び組織・制度改定等の審議を目的とする。

（3) 事業戦略の審議、予算案並びに年度又は中期事業方針等とそれらの見直し案の策定のた
めの討議を目的として、代表取締役、執行役員、監査役及び各部室責任者等が参加する
予算会議を年２回、開催する。

（4）当該定例取締役会付議予定の議案等に関し、議案説明及び審議等の場として、社内外の
役員及び執行役員が参加する経営会議を、定例取締役会開催日に開催する。

（5）取締役の指名・報酬に関する透明性を高めることを目的として、社外役員を含めた任意
の指名・報酬諮問委員会を年１回以上開催する。

５． 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（1）「コンプライアンス規程」を制定するとともに、法令等からの逸脱行為の発生を未然に

防止し、問題が発生した場合には、直ちに是正できる社内体制を構築する。また、コン
プライアンスに関する報告及び内部通報の体制を構築する。

（2）「コンプライアンス・マニュアル」を制定し、従業員が法令、社内規程及び社会通念等
を遵守した行動をとるための規範や行動基準を定め、その推進を図り、さらに、同マニ
ュアルの遵守につき全員から誓約書を提出させる。

（3）「コンプライアンス規程」に違反した従業員に対する制裁規定を明文化する。
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６． 当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
ａ）子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する事項

「関係会社管理規程」を制定し、関係会社の決議事項及び業務の執行状況等の報告
を受ける体制、及び、関係会社の重要な経営判断について事前に打合せを受ける体
制を構築する。

ｂ）子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
重要な子会社は、リスク管理に係る規程を定めて自らリスク管理を行い、「関係会
社管理規程」に基づき、必要に応じて当社に報告する体制を構築する。

ｃ）子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
重要な子会社は、決裁権限に関する規程を定めて自らの業務を効率的に遂行し、
「関係会社管理規程」に基づき、必要に応じて当社に報告する体制を構築する。

ｄ）子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制

（1） 内部監査では、当社だけでなく連結子会社も監査対象とし、業務・会計両監査面に
おいて、その業務の適正性を把握する。

（2） 監査役会は、当社に加え、関係会社の監査を行い、業務や会計の適正性などをチェ
ックする。

７． 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す
る事項
監査役の職務を補助する組織を置く。

８． 当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役より監査業務に必要な命令を受けた職員は、その命令に関して、取締役、当該使用

人の所属部室長等の指揮命令を受けないこととする。
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９． 当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
実効性を確保するために、取締役及び当該使用人の所属部室長は、監査役より監査業務に

必要な命令を受けた職員の業務が円滑に行えるように協力することとする。

10． 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
「監査役監査基準」に基づき、監査役は、内部統制システムの構築状況及び運用状況につ

いての報告を取締役又は従業員から定期的に求めることとする。また、監査役が取締役会そ
の他重要な会議へ出席機会を確保する。取締役及び従業員等から情報を受領できる体制を整
え、取締役及び従業員が監査役に報告するための体制を確立する。

11． 子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、法第598条第１項の
職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受け
た者が当社監査役に報告をするための体制
（1）「監査役監査基準」に基づき、監査役は、取締役及び使用人等から、子会社等の管理の

状況について報告又は説明を受け、関係資料を閲覧することとする。
（2）「監査役監査基準」に基づき、監査役は、その職務の執行にあたり、親会社及び子会社

等の監査役、内部監査部門等及び会計監査人等と積極的に意思疎通及び情報の交換を図
ることとする。

（3）「監査役監査基準」に基づき、監査役は、取締役の職務の執行を監査するため必要があ
ると認めたときは、子会社等に対し事業の報告を求め、又はその業務及び財産の状況を
調査することとする。
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12． 監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを
確保するための体制
「監査役監査基準」に基づき、内部通報システム（コンプライアンス・ホットライン制

度）が有効に機能しているかを監視し検証するとともに、提供される情報を監査職務に活用
するよう努める。コンプライアンス・ホットライン制度には報告者が不利益な取扱いを受け
ないような規定を整備する。
また、内部通報システムを利用しない報告等については、仮に監査役その他内部通報シス

テムにおける被報告者以外の者が報告を受けた場合でも、情報提供者が特定されないような
方策を講じるなど、情報提供者が不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制を構
築する。

13． 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行に
ついて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
「監査役監査基準」に監査費用に関する規定を設けており、費用について会社に償還を請

求できることとする。

14． その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
「監査役会規程」を定め、監査役会は代表取締役と定期的に会合をもち、会社が対処すべ

き課題、監査役監査の実施における環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交
換し、併せて必要と判断される要請を行うなど、代表取締役との相互認識を深めるよう努め
ることを規定する。

15． 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
「反社会的勢力に対する基本方針」を定めて、反社会的勢力による不当要求に対して毅然

とした態度で対応し、取引関係を含めた一切の関係を遮断することとする。
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＜業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要＞
当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであ

ります。

１． コンプライアンス体制について
「コンプライアンス・マニュアル」の遵守につき、当社の常勤役員及び使用人の全員から

誓約書を提出させております。
内部通報制度として「コンプライアンス・ホットライン制度」を規定し、コンプライアン

ス上問題のある行為等について、直接内部監査室長又は外部の第三者窓口に報告できる制度
を設けております。また、職場におけるハラスメントに関する社内窓口については総務部と
しております。
その他に、毎期初に定めている「コンプライアンス・プログラム」に基づいて、今期は

「コンプライアンス・ホットライン制度」及び「個人情報保護法」に関する社内研修を実施
いたしました。

２． リスク管理体制について
リスク管理規程に基づき、業務に不測の損失を生ぜしめ、当社の資本を毀損する可能性を

有する要因に対する管理方針と体制を整備しております。事業環境及び新たな事業展開等も
考慮し、今後も引き続きリスク管理体制の強化、高度化に努めてまいります。
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３． 取締役の職務の執行について
定例取締役会を毎月１回開催し、また適宜必要に応じ臨時取締役会を開催し、重要事項の

決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行っております。
取締役会を補強する会議として執行役員会を週１回程度、常勤役員会を週２回程度開催い

たしました。また、予算会議（予算案及びその見直し案の策定のための討議及び社長への具
申）を年２回、開催いたしました。定例取締役会開催日においては、当該定例取締役会付議
予定の議案等に関する議案説明及び質疑応答等の場として、社内外の役員が参加する経営会
議を開催いたしました。

４． 監査役の職務の執行について
監査役は、取締役会決議その他において行われる取締役の意思決定に関して、善管注意義

務、忠実義務等、法的義務の履行状況を、事実認識の正確性、意思決定内容の合理性、法的
適合性、経営者としての合理性等の観点から監視検証しております。
また、「監査役監査基準」に基づく監査役への報告体制の整備、「監査役会規程」に基づく

代表取締役との定期的な会合等を通じて、監査役の監査の実効性を確保しております。

５． グループ会社管理体制について
「関係会社管理規程」に基づき、当社は関係会社の決議事項及び業務の執行状況等の報告

並びに必要に応じた報告を受け、要打合せ事項として設定している関係会社の重要な経営判
断について事前に打合せを受けております。
内部監査では、当社だけでなく連結子会社も監査対象にしており、業務・会計両監査面に

おいて、その業務の適正性を把握しております。
また、監査役会として、当社に加え、関係会社の監査を行い、業務や会計の適正性などを

チェックしております。
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連結株主資本等変動計算書
（2025

2026
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）

項目 株 主 資 本
資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 2,013,545 2,742,305 487,698 △201,812 5,041,737
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 − − △86,801 − △86,801
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 − − 1,956,355 − 1,956,355

自 己 株 式 の 取 得 − − − △231 △231
自 己 株 式 の 処 分 − △30,333 − 198,339 168,005
非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動 − 489,761 − − 489,761

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額） − − − − −

当 期 変 動 額 合 計 − 459,427 1,869,554 198,107 2,527,090
当 期 末 残 高 2,013,545 3,201,733 2,357,253 △3,704 7,568,827

項目
その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純 資 産 合 計その他有価証券
評 価 差 額 金

その他の包括利益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 355 355 − 5,042,093
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 − − − △86,801
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 − − − 1,956,355

自 己 株 式 の 取 得 − − − △231
自 己 株 式 の 処 分 − − − 168,005
非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動 − − 370,238 860,000

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額） 322 322 △8,546 △8,223

当 期 変 動 額 合 計 322 322 361,692 2,889,105
当 期 末 残 高 678 678 361,692 7,931,199
（注） 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。
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連 結 注 記 表

（継続企業の前提に関する注記）
該当事項はありません。

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
１． 連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況
連結子会社の数 ６社
連結子会社の名称 アストマックスえびの地熱株式会社

アストマックス・エネルギー株式会社
株式会社八戸八太郎山ソーラーパークSouth（匿名組合）
合同会社あくとソーラーパーク（匿名組合）
くまもとんソーラープロジェクト株式会社（匿名組合）
合同会社GreenPower（匿名組合）

２． 持分法の適用に関する事項
持分法を適用した関連会社の数及び主要な会社等の名称
持分法を適用した関連会社の数 ２社
関連会社の名称 合同会社新川

合同会社ACE(匿名組合)
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３． 会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
関係会社株式 移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式
等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は主として移動平均法により算定している）

市場価格のない株式
等

主として移動平均法による原価法

② デリバティブ 時価法
③ 棚卸資産

商品及び製品 太陽光発電設備については個別法による原価法及び太陽光発
電設備以外については移動平均法による原価法（連結貸借対
照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
定）

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産 機械及び装置以外の有形固定資産については、定率法を採用

しております。但し、2016年４月１日以降に取得した建物
附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
また、機械及び装置は、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 2〜 42年
機械及び装置 8〜 17年
車両運搬具 ７年
器具及び備品 ５〜 10年

② 無形固定資産 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能
期間（５年）に基づく定額法によっております。



連結計算書類

― 11 ―

（3）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については

貸倒実績率等合理的な基準により計算した貸倒見積高を計上
し、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性
を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 従業員に対する賞与支給に備えるため、将来の支給見込額の
うち当連結会計年度の負担額を計上しております。

③ インセンティブ給引当金 専門職従業員（ディーラー等）に対する報酬支給に備えるた
め、将来の報酬支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を
計上しております。

④ 修繕引当金 再生可能エネルギー事業関連設備の定期的な大規模修繕に備
えて、その支出見込額を次回の定期修繕までの期間に配分し
て計上しております。

⑤ 製品保証引当金 販売した製品に関する保証費用を合理的に見積り、今後支出
が見込まれる金額を計上しております。

（4）重要な収益及び費用の計上基準
① 顧客との契約から生
じる収益の計上基準

約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当
該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益
を認識しております。
主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する
通常の時点については、（収益認識に関する注記）に記載の
とおりであります。

② ファイナンス・リー
ス取引に係る収益の計上
基準

リース料受領時に営業収益と営業費用を計上する方法によっ
ております。
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（5）その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
① 繰延資産の処理方法 開業費は、定額法（５年）により償却しております。

社債発行費は、社債の償還までの期間にわたり定額法により
償却しております。

② 連結子会社の事業年
度等に関する事項

全ての連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しておりま
す。

③ 控除対象外消費税等
の会計処理

資産に係る控除対象外消費税等は、発生年度の費用として処
理しております。

（会計上の見積りに関する注記）
地熱発電開発事業に係る固定資産の評価
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

科 目 金 額

建物及び構築物 173千円

建設仮勘定 2,543,378千円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
当社グループでは、当社の連結子会社であるアストマックスえびの地熱株式会社を通じ

て、再生可能エネルギー関連事業の一つとして、地熱発電開発事業を推進しております。
地熱発電開発事業の資産グループについては、事業の開発段階であるため、アストマッ

クスえびの地熱株式会社の取締役及び当社の取締役会で承認した事業計画とその進捗状況
等に基づき減損の兆候の有無を判断した結果、当連結会計年度において減損の兆候は識別
しておりません。
事業計画は、系統連系の方法、当局や地元自治体等からの許認可、発電所の設計内容に

応じた建設工事コスト、発電所の運転開始時期、蒸気や熱水の噴出量に基づく発電量、設
計出力による貯留層への影響、FIP制度（フィードインプレミアム制度）等の電力単価に
関連する規制、発電所稼働後の運転コスト等の仮定に基づき策定しております。
事業計画に含まれる仮定は高い不確実性があるため、事業計画に大幅な見直しが必要と

なり当該資産グループの収益性が低下した場合、翌連結会計年度以降において、減損損失
を認識する可能性があります。
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（連結貸借対照表に関する注記）
１．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産
現金及び預金 925,633千円 ( 432,561千円 )
営業未収入金 68,932千円 ( 50,816千円 )
差入保証金 700,000千円 ( −千円 )
建物及び構築物 125,652千円 ( 91,543千円 )
機械及び装置 1,992,759千円 ( 1,380,165千円 )
器具及び備品 0千円 ( 0千円 )
資産合計 3,812,977千円 ( 1,955,086千円 )

上記に対応する債務
社債（1年内償還予定を含む） 700,000千円 ( −千円 )
長期借入金（１年内返済予定を含む） 1,949,036千円 ( 1,372,700千円 )
債務合計 2,649,036千円 ( 1,372,700千円 )

（注）上記のうち（ ）内書については、担保に供している資産はノンリコース債務に対する担保提供資
産を示しており、担保に供している資産に対応する債務はノンリコース債務を示しております。

２．有形固定資産の減価償却累計額 2,688,064千円
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（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１． 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 13,160,300株

２． 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決 議 株 式 の
種 類

配 当 の
原 資

配 当 金
の 総 額
（千円）

１株当たり
配 当 額 基 準 日 効 力 発 生 日

2025年４月28日
取 締 役 会 普 通 株 式 利益剰余金 86,801 7円00銭 2025年３月31日 2025年６月27日

３． 当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

決 議 株 式 の
種 類

配 当 の
原 資

配 当 金
の 総 額
（千円）

１株当たり
配 当 額 基 準 日 効 力 発 生 日

2026年４月30日
取 締 役 会 普 通 株 式 利益剰余金 105,167 8円00銭 2026年３月31日 2026年６月12日

４． 自己株式に関する事項
株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普 通 株 式 （株） 760,148 871 746,690 14,329

（変動事由の概要）
増加数の内訳は、次のとおりであります。
当社の取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬の退任による無償譲受による増加 871株

減少数の内訳は、次のとおりであります。
第三者割当による自己株式の処分による減少 700,000株
当社の取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少 46,690株
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（金融商品に関する注記）
１． 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社が営むディーリング事業において、商品先物を中心とするデリバティブ取引や相対
取引を実行する上で必要とされる資金は、取引ブローカー等に対し取引証拠金として預け
入れております。
一時的な余裕資金に関する運用は、流動性確保と与信リスク回避を最優先し、短期的な

銀行預金に限定しております。
資金調達は、銀行等金融機関より運転資金の短期資金借入、社債の発行及び再生可能エ

ネルギー関連事業に係るプロジェクトファイナンスでの長期資金調達を行っております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク

当社企業グループが業務上対象とする金融商品は、市場リスク、信用リスク、流動性リ
スクを有しております。
主たる業務として行っているデリバティブ取引は、商品先物取引、通貨先物取引、株価

指数先物取引及び商品先物オプション取引などがあります。
営業債権である営業未収入金は、その大半が電力取引関連事業及び小売事業の販売先に

対する債権であり、販売先の信用リスクに晒されております。
営業債権である差入保証金のうち取引に係る証拠金は、国内取引ブローカー及び海外取

引ブローカーを介した国内清算機関及び海外清算機関への証拠金であり、信用リスクは低
いものでありますが、当該証拠金を上回る余剰部分は分離保管義務があるものの取引ブロ
ーカーの信用リスクに晒されております。
営業債権であるリース債権は、国内事業会社に対する契約であり、取引先の契約不履行

によってもたらされる信用リスクに晒されております。
当社企業グループが保有する市場価格のない株式等は、業務上の関係を有する企業の非

上場株式等であり、非上場企業の信用リスクに晒されております。
また、海外取引所の会員権である外貨建ての出資金については、出資先の信用リスクに

加え、為替の変動リスクを有しておりますが、保有する外貨建て資産の総額に相当する額
を海外における先物取引市場でヘッジ取引を行うことにより、短期的な為替の変動リスク
を回避しております。
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（3）金融商品に係るリスク管理体制
① 市場リスク及び流動性リスクの管理

当社企業グループは、主たる業務の一つであるディーリング事業において、金融商品
に係る市場リスク及び流動性リスクを最小限に抑制するために、ディーリング業務のリ
スク管理規程及びディーリング運用管理規程等の社内規程に従い厳格に管理しておりま
す。
なお、組織上リスクコントロールを担うセクション並びに取引ルール等を定める委員

会組織を設置しております。委員会では、取引を行う事業部に対して許容可能なリスク
量（取引枠）をあらかじめ定めるとともに、運用環境、当社財務状況等を勘案した運用
枠等の見直しを行っております。リスクコントロールを担うセクションでは、社内規程
及び委員会で定められた基準に従い、日次及びリアルタイムでのポジション管理等、厳
格な運用モニタリングを行っております。
また、こうしたリスク管理に関する事項は、統計的データに集約し、月次ベースにて

取締役会に報告しております。
② 信用リスクの管理

当社企業グループは、個別与信先の事業内容、成長性及び外部格付け機関による信用
データ等を総合的に勘案した与信限度額の設定を行っており、与信先の新規設定、限度
額の変更については、金額的重要性が高いものは取締役会で、金額的重要性が低いもの
は社内稟議にて決定されます。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を

採用することにより、当該価額が変動することもあります。また、「２．金融商品の時価
等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体
がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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２． 金融商品の時価等に関する事項
2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません（（注２）
参照）。
また、「現金及び預金」、「営業未収入金」、「差入保証金」、「営業未払金」、「短期借入金」

については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略して
おります。

（単位：千円）
連結貸借

対照表計上額 時価 差額

（1）リース債権及びリース投資資産 242,743 190,219 △52,523

資産計 242,743 190,219 △52,523

（1）社債（＊1） 740,000 741,479 1,479

（2）長期借入金（＊2） 2,398,812 2,392,237 △6,574

（3）リース債務 12,808 12,686 △122

（4）長期預り金 1,497,972 1,270,962 △227,010

負債計 4,649,593 4,417,366 △232,227

デリバティブ取引（＊3）

①ヘッジ会計が適用されていないもの （3,677,996） （3,677,996） −

②ヘッジ会計が適用されているもの − − −

デリバティブ取引計 （3,677,996） （3,677,996） −

（＊1） 短期社債及び１年内償還予定の社債は、社債に含まれております。
（＊2） １年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含まれております。
（＊3） デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる

項目については、（ ）で示しております。



連結計算書類

― 18 ―

（注１） デリバティブ取引に関する事項
デリバティブ取引
①ヘッジ会計が適用されていないもの
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの連

結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに
当該時価の算定方法は、次のとおりであります。
（a）商品関連

（単位：千円）

区分 デリバティブ取引
の種類等

契約額等
時価 評価損益

うち１年超

市場
取引

先物取引

貴金属

売建 4,296,469 − △3,506,178 △3,506,178

買建 8,763,302 − △901,360 △901,360

エネルギー

売建 7,552,705 − △2,106,088 △2,106,088

買建 8,467,223 95,745 2,833,617 2,833,617

合計 29,079,701 95,745 △3,680,008 △3,680,008

（b）通貨関連
（単位：千円）

区分 デリバティブ取引
の種類等

契約額等
時価 評価損益

うち１年超

市場取引

為替先物取引

売建 1,373,589 − 3,044 3,044

買建 100,620 − △1,079 △1,079

合計 1,474,210 − 1,965 1,965
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（c）株式関連
（単位：千円）

区分 デリバティブ取引
の種類等

契約額等
時価 評価損益

うち１年超

市場取引

株価指数先物取引

売建 1,997 − 57 57

買建 1,949 − △10 △10

合計 3,946 − 47 47

②ヘッジ会計が適用されているもの
該当事項はありません。

（注２） 市場価格のない株式等
（単位：千円）

内容 連結貸借対照表計上額

① 非上場株式等（＊1） 357,100

② 出資金 42,701

（＊1）連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資については含めて
おりません。当該出資の連結貸借対照表計上額は5,958千円であります。

（注３） 金銭債権の連結決算日後の償還予定額
（単位：千円）

１年内 １年超
５年内

５年超
10年内

現金及び預金 3,432,324 − −

営業未収入金 1,786,123 − −

リース債権及びリース投資資産 26,573 101,705 114,464

差入保証金 7,752,662 − −

合計 12,997,684 101,705 114,464
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（注４） 社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
（単位：千円）

１年内 １年超
２年内

２年超
３年内

３年超
４年内

４年超
５年内 ５年超

社債 720,000 20,000 − − − −

長期借入金 354,416 531,680 256,110 256,110 256,120 744,376

リース債務 5,300 7,508 − − − −

３． 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下

の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形

成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格に
より算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1 のインプット
以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン

プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時
価を分類しております。
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（1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

デリバティブ取引

通貨関連 1,965 − − 1,965

株式関連 47 − − 47

資産計 2,012 − − 2,012

デリバティブ取引

商品関連 3,671,415 8,593 − 3,680,008

負債計 3,671,415 8,593 − 3,680,008

（2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

リース債権及びリース投資資産 − 190,219 − 190,219

資産計 − 190,219 − 190,219

社債 − 741,479 − 741,479

長期借入金 − 2,392,237 − 2,392,237

リース債務 − 12,686 − 12,686

長期預り金 − 1,270,962 − 1,270,962

負債計 − 4,417,366 − 4,417,366
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（注１） 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
デリバティブ取引
デリバティブ取引の時価は相場価格を用いて評価しております。取引所等において活発な

市場で値付けがされている取引銘柄はレベル１の時価に、それ以外の取引銘柄はレベル２の
時価に分類しております。
リース債権及びリース投資資産
回収に長期間を要する債権については、信用リスクを加味した受取見込額を残存期間に対

応する国債の利回り等適切な指標に基づく利率で割り引いた現在価値により算出しており、
レベル２の時価に分類しております。
社債及び長期借入金
長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社グル

ープの信用状態は借入実行後と大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似して
いると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利による社債及び長期借入
金は、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在
価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
リース債務
リース債務の時価は、返還時期を見積もった上、将来キャッシュ・フローを国債の利回り

で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
長期預り金
長期預り金の時価は、返還時期を見積もった上、将来キャッシュ・フローを国債の利回り

等で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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（収益認識に関する注記）
（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当連結会計年度 (自 2025年４月１日 至 2026年３月31日) （単位：千円）

報告セグメント
再生可能エネルギー
関 連 事 業

電 力 取 引
関 連 事 業 小 売 事 業 ディーリング事業 そ の 他 合計

営業収益

電力販売 496,005 16,194,366 5,410,547 − − 22,100,918

保守・運用 118,324 − − − − 118,324

業務代行サービス − 166,037 − − − 166,037

その他 166,702 − 1,481 − 7,363 175,547
顧 客 と の 契 約
から生じる収益 781,032 16,360,403 5,412,028 − 7,363 22,560,828

その他の収益（注） 69,835 2,310,284 183,517 133,880 − 2,697,518

外部顧客への営業収益 850,867 18,670,688 5,595,546 133,880 7,363 25,258,346

（注） 「その他の収益」の「ディーリング事業」「電力取引関連事業」は、企業会計基準第10号「金融商品に
関する会計基準」に基づくデリバティブ取引から生じる収益であります。
「その他の収益」の「再生可能エネルギー関連事業」は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会

計基準」に基づくリース収益及び企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく株式その他
の出資証券に係る取引であります。
「その他の収益」の「小売事業」は、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づ

く「電気・ガス料金負担軽減支援事業」及び「「強い経済」を実現する総合経済対策」に基づく「電気・ガ
ス料金負担軽減支援事業」により、国が定める値引き単価による電気料金の値引きの原資として受領する
補助金から生じる収益であります。
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（2）収益を理解するための基礎となる情報
当社グループでは、以下の5ステップアプローチに基づき、顧客への財やサービスの移

転との交換により、その権利を得ると見込む対価を反映した金額で収益を認識しておりま
す。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
「顧客との契約から生じる収益」の主要な区分ごとの収益認識基準は以下のとおりで

す。

① 電力販売
□再生可能エネルギー設備（太陽光発電所）における発電による売電収益
再生可能エネルギー設備で発電された電力を一般送配電事業者等の顧客に対して販売し

ております。当該電力の販売については、顧客に電力を納入した時点で履行義務が充足さ
れると判断し、当該時点で収益を認識しております。
□電力卸売による売電収益
発電事業者・取引所等から調達した電力を小売電気事業者等の顧客に対して販売してお

ります。当該電力の販売については、顧客との個別契約に定める需給地点において顧客に
電力を納入した時点で、履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しており
ます。
□電力小売による売電収益
発電事業者・取引所等から調達した電力を顧客である一般消費者に対して販売しており

ます。当該電力の販売については、顧客に電力を納入した時点で履行義務が充足されると
判断し、当該時点で収益を認識しております。販売促進目的のキャッシュバック等の顧客
に支払われる対価は、取引価格から減額しております。
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② 保守・運用
主として、太陽光発電所の維持と運営管理にかかるサービスを提供しております。当

該サービスの履行義務については、時の経過に伴い充足されると判断し、契約期間にわ
たり均等に収益を認識しております。

③ 業務代行サービス
主として、電力取引関連事業での小売電気事業者等との顧客管理、需給管理等各種業

務の代行サービスを提供しております。当該サービスについては、顧客の電力の調達に
応じて又は契約の期間にわたり役務提供の履行義務が充足されると判断し、当該履行義
務を充足した時点で収益を認識しております。

なお、取引の対価は主として１年以内に受領しており、顧客への財やサービスの移転よ
り前に受領する場合について、履行義務が充足するまで契約負債（前受金）を認識してお
ります。また、重大な金融要素は含んでおりません。
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（3）顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関
係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識す
ると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
①契約資産及び契約負債の残高等

（単位：千円）
当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 1,596,201

前受金（期首残高） 331,367

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 1,786,123

前受金（期末残高） 337,020

（注）１．顧客との契約から生じた債権は、営業未収入金であります。契約資産の残高はありません。
２．契約負債は、主として、電力販売、業務代行サービスにかかる顧客からの前受金に関連するもので

あります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
３．前受金は連結貸借対照表上、流動負債の「その他」に含まれております。
４．当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、

331,367千円であります。
② 残存履行義務に配分した取引価格

当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたっては、実務上の
便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。

（１株当たり情報に関する注記）
（1）１株当たりの純資産額 575円80銭
（2）１株当たりの当期純利益金額 150円57銭

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書
（2025

2026
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）

項目

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金

その他資本
剰余金

資本
剰余金
合計

その他利益
剰余金 利益

剰余金
合計繰越利益

剰余金
当 期 首 残 高 2,013,545 1,013,545 940,256 1,953,802 1,626,860 1,626,860
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 − − − − △86,801 △86,801
当 期 純 利 益 − − − − 2,022,430 2,022,430
自 己 株 式 の 取 得 − − − − − −
自 己 株 式 の 処 分 − − △30,333 △30,333 − −
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） − − − − − −

当 期 変 動 額 合 計 − − △30,333 △30,333 1,935,629 1,935,629
当 期 末 残 高 2,013,545 1,013,545 909,923 1,923,468 3,562,490 3,562,490

項目
株主資本 評価・換算差額等

純資産合計自 己 株 式 株主資本合計 その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 △201,812 5,392,396 355 355 5,392,752
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 − △86,801 − − △86,801
当 期 純 利 益 − 2,022,430 − − 2,022,430
自 己 株 式 の 取 得 △231 △231 − − △231
自 己 株 式 の 処 分 198,339 168,005 − − 168,005
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） − − 322 322 322

当 期 変 動 額 合 計 198,107 2,103,403 322 322 2,103,726
当 期 末 残 高 △3,704 7,495,799 678 678 7,496,478
（注） 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表

（継続企業の前提に関する注記）
該当事項はありません。

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 資産の評価基準及び評価方法
①有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式 移動平均法による原価法
関係会社出資金 移動平均法による原価法。投資事業有限責任組合及びそれに類す

る組合への出資については、持分相当額を純額で取り込む方法に
よっております。

その他有価証券
市場価格のない
株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
主として移動平均法により算定している）

市場価格のない
株式等

移動平均法による原価法

②デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法

③棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品及び製品 太陽光発電設備については個別法による原価法及び太陽光発電設

備以外については移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収
益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
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２． 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産

機械及び装置以外の有形固定資産については、定率法を採用しております。但し、
2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用して
おります。
また、機械及び装置は、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 ２〜42年
機械及び装置 ８〜17年
車両運搬具 ７年
器具及び備品 ５〜10年

（2）無形固定資産
自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額

法によっております。

３． 引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等合理的な基準
により計算した貸倒見積高を計上し、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可
能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（2）賞与引当金
従業員に対する賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を

計上しております。
（3）インセンティブ給引当金

専門職従業員（ディーラー等）に対する報酬支給に備えるため、将来の報酬支給見込額
のうち当事業年度の負担額を計上しております。

（4）修繕引当金
再生可能エネルギー事業関連設備の定期的な大規模修繕に備えて、その支出見込額を次

回の定期修繕までの期間に配分して計上しております。
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（5）製品保証引当金
販売した製品に関する保証費用を合理的に見積り、今後支出が見込まれる金額を計上し

ております。

４． 収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）及び「収益認識

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2021年３月26日）を適用し
ており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換
に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点については、（収益

認識に関する注記）に記載のとおりであります。

５． その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
（1）繰延資産の処理方法

社債発行費は、社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。
（2）控除対象外消費税等の会計処理

資産に係る控除対象外消費税等は、発生年度の費用として処理しております。
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（会計上の見積りに関する注記）
関係会社株式に係る評価
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

科 目 金 額

関係会社株式 222,515 千円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
関係会社株式は、移動平均法による原価法で計上しております。
関係会社株式はいずれも市場価格のない株式に該当し、当該株式の実質価額が著しく低

下したときには、事業計画等を基礎として回復可能性を判断し、減損処理の要否を決定し
ております。実質価額の回復可能性を判断するための基礎となる関係会社の事業計画等に
ついては、経営者の高度な判断を伴う仮定に基づき策定しており進捗状況等を踏まえて見
積っております。なお、当事業年度においてアストマックスえびの地熱株式会社株式
222,515千円の実質価額は著しく低下していないことを踏まえ、減損処理は実施してお
りません。同社の株式の実質価額は、同社が保有する固定資産の減損の要否によって重要
な影響を受けます。同社が保有する固定資産の減損は、連結注記表（会計上の見積りに関
する注記）に記載の一定の仮定を置き策定された事業計画等を基礎としております。事業
計画等に含まれる仮定には高い不確実性があるため、当該株式の実質価額が著しく低下
し、回復可能性が見込めないことが判明したときには、翌事業年度以降において、関係会
社株式の減損処理を実施する可能性があります。
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（貸借対照表に関する注記）
１．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産
現金及び預金 449,201千円
営業未収入金 11,911千円
差入保証金 700,000千円
建物及び構築物 34,109千円
機械及び装置 527,129千円
資産合計 1,722,351千円

上記に対応する債務
社債（1年内償還予定を含む） 700,000千円
長期借入金（１年内返済予定を含む） 417,712千円
債務合計 1,117,712千円

２． 有形固定資産の減価償却累計額 275,332千円

３． 取締役、監査役に対する金銭債権又は金銭債務
金銭債務 50千円

（損益計算書に関する注記）
１． 関係会社との取引高

営業取引による取引高
営業収益 555,000千円
営業費用 534,878千円

営業取引以外の取引による取引高 12,264千円

（株主資本等変動計算書に関する注記）
１． 当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 14,329株



計算書類

― 33 ―

（税効果会計に関する注記）
１． 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（繰延税金資産）

賞与引当金 7,808千円
未払事業税 27,935千円
インセンティブ給引当金 3,493千円
未払法定福利費 1,339千円
未払退職金 5,285千円
敷金償却費 6,952千円
関係会社株式評価損 27,065千円
減損損失否認 12,420千円
減価償却超過額 25,522千円
投資有価証券評価損 64,510千円
株式報酬費用 18,064千円
修繕引当金 42,318千円
貸倒引当金 135,017千円
匿名組合決算否認 20,441千円
商品評価損 4,439千円
適格会社分割に伴う関係会社株式差額 30,883千円
その他 26,057千円
繰延税金資産小計 459,556千円
将来減算−時差異等の合計に係る評価性引当額 △409,478千円
評価性引当額小計 △409,478千円
繰延税金負債との相殺額 △36,794千円
繰延税金資産の純額 13,283千円
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（繰延税金負債）
適格会社分割に伴う関係会社株式差額 30,883千円
資産除去債務見合資産 5,602千円
その他 308千円
繰延税金負債合計 36,794千円
繰延税金資産との相殺額 △36,794千円
繰延税金負債の純額 −千円

２． 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別
の内訳
法定実効税率 31.52％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.38％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 -0.02％
住民税均等割額 0.08％
評価性引当額の増減額 -4.12％
その他 -1.91％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 25.93％

３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社及び一部の国内連結子会社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度

を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12
日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並
びに開示を行っております。
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（関連当事者との取引に関する注記）
１． 親会社及び主要株主等

（単位：千円）

種 類 会社等
の名称

議決権等の
所有（被所有）
割 合 （％）

関 連 当 事 者
と の 関 係 取引の内容 取引金額

（注２） 科 目 期末残高

主要株主 ヒューリック
プロパティソ
リューション
株式会社

被 所 有
直 接
18.0％

役 員 の 派 遣
（１ 名）
業 務 受 託
電力の販売・仕入

第三者割当に
よる自己株式
の処分(注1)

186,200 ー ー

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）処分価額につきましては、本第三者割当に係る取締役会決議日の直前営業日（2025年５月23日）

から過去１ケ月間の東京証券取引所における当社普通株式の終値平均223円（円未満四捨五入）
としております。

（注２）上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

2． 子会社及び関連会社等
（単位：千円）

種 類 会社等
の名称

議決権等の
所有（被所有）
割 合 （％）

関 連 当 事 者
と の 関 係 取引の内容 取引金額

（注４） 科 目 期末残高

子会社 アストマックス・
エ ネ ル ギ ー
株式会社

所 有
直 接
100％

役 員 の 兼 任
（１ 名）
業 務 受 託
電 力 の 販 売
資 金 の 貸 付

売電収入(注1) 183,759 関 係 会 社
営業未収入金

54,982

資金の貸付(注2) 30,000 関 係 会 社
長期貸付金
（注 3）

450,000

貸付金の返済
(注2)

50,000

グループ通算制
に係る法人税等
授受額

25,420 関 係 会 社
未 払 金

25,420

子 会社 アストマックス・
え び の 地 熱
株式会社

所 有
直 接
59.2％

役 員 の 兼 任
（１ 名）
業 務 受 託
資 金 の 貸 付

資金の貸付(注2) 180,000 関 係 会 社
長期貸付金

100,000

貸付金の返済
(注2)

760,000

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）取引価格の算定は、双方協議の上、契約等に基づき決定しております。
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（注２）貸付金利については市場金利を勘案し、返済条件については個別に決定しております。
なお、担保の受け入れはありません。

（注３）関係会社長期貸付金残高に対して、合計428,355千円の貸倒引当金を計上しております。
（注４）上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。
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（収益認識に関する注記）
連結注記表の（収益認識に関する注記）に記載しております。

（１株当たり情報に関する注記）
（1）１株当たりの純資産額 570円25銭
（2）１株当たりの当期純利益金額 155円65銭

（連結配当規制適用会社に関する注記）
当社は、連結配当規制の適用会社であります。

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。


